
目

次

告

示

○
特
定
行
為
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
一

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
地
方
卸
売
市
場
に
係
る
変
更
の
認
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
食
ブ
ラ
ン
ド
･

流
通
推
進
課
）
…
二

公

告

○
都
市
計
画
事
業
の
変
更
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

○
十
和
田
湖
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
（

同

）
…
二

選
挙
管
理
委
員
会

○
青
森
県
議
会
議
員
南
津
軽
郡
選
挙
区
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人
名

簿
の
選
挙
時
登
録
の
基
準
日
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
百
六
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二二〇〇〇

〇四五

令
和八･
二･一八
ユ
ー
ス
タ

イ
ル
ラ
ボ

ラ
ト
リ
ー

株
式
会
社

東
京
都
中

野
区
中
央

一
丁
目
三

五
の
六
レ

ッ
チ
フ
ィ

ー
ル
ド
中

野
坂
上
ビ

ル
六
Ｆ

ユ
ー
ス
タ

イ
ル
ケ
ア

青
森
重
度

訪
問
介
護

青
森
市
古

川
一
丁
目

一
〇
の
一

三

令
和八･
二･二〇

〇二二〇〇〇

〇四六

八･
二･一九
株
式
会
社

ア
ッ
ト
テ

ィ
ー

八
戸
市
大

字
尻
内
町

字
矢
沢
五

四
の
二

有
料
老
人

ホ
ー
ム
つ

く
し

三
戸
郡
五

戸
町
字
古

堂
後
七
の

一
〇

八･
二･二五

青
森
県
告
示
第
百
七
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

一
般
社
団
法

人
ビ
ッ
グ
ス

マ
イ
ル

つ
が
る
市
豊
富
町

屏
風
山
一
の
五
二
放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

放
課
後
等
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

Ｂ
ｉ
ｇ
ス
マ

イ
ル

五
所
川
原
市
金
木

町
沢
部
四
六
八
の

一

令
和八･
三･
一

青
森
県
報
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第
千
三
十
六
号

令
和
八
年三

月
四
日

（
水
曜
日
）



社
会
福
祉
法

人
つ
く
し
会
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
北
浮
田
町

字
今
須
八
七
の
一
児
童
発
達

支
援

児
童
発
達
支

援
事
業
所
Ｋ

ｏ
ｔ
ｉ

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
館
前
町
字

後
口
田
二
八
の
四

八･
四･
一

社
会
福
祉
法

人
つ
く
し
会
西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
北
浮
田
町

字
今
須
八
七
の
一
放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

児
童
発
達
支

援
事
業
所
Ｋ

ｏ
ｔ
ｉ

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
館
前
町
字

後
口
田
二
八
の
四
〃

青
森
県
告
示
第
百
八
号

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地
方
卸
売
市
場
に
係
る
変
更
の
認
定
を
し
た
の

で
、
同
法
第
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

開

設

者

地

方

卸

売

市

場

変

更

認
定
年
月
日

名

称

住

所

名

称

位

置

取
扱
品
目

鯵
ヶ
沢
町

漁
業
協
同

組
合

西
津
軽
郡
鰺

ケ
沢
町
大
字

本
町
二
〇
〇

地
方
卸
売

市
場
鯵
ヶ

沢
町
漁
業

協
同
組
合

魚
市
場

西
津
軽
郡
鰺

ケ
沢
町
大
字

本
町
二
〇
〇

鮮
魚
介
類
、
冷

凍
魚
介
類
、
塩

干
及
び
加
工
品

類
、
海
そ
う
類

及
び
海
獣
類

令
和
八･
二･二〇

公

告

都
市
計
画
事
業
の
変
更
認
可

弘
前
広
域
都
市
計
画
、
黒
石
都
市
計
画
、
浪
岡
都
市
計
画
及
び
板
柳
都
市
計
画
下
水
道
事
業
岩
木

川
流
域
下
水
道
（
岩
木
川
処
理
区
）
の
変
更
認
可
に
つ
い
て
、
令
和
八
年
二
月
十
六
日
東
北
地
方
整

備
局
告
示
第
二
十
一
号
で
告
示
さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

弘
前
広
域
都
市
計
画
、
黒
石
都
市
計
画
、
浪
岡
都
市
計
画
及
び
板
柳
都
市
計
画
下
水
道
事
業
岩

木
川
流
域
下
水
道
（
岩
木
川
処
理
区
）

二

施
行
者
の
名
称

青
森
県

三

事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

四

事
業
地
の
所
在

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

変
更
な
し

十
和
田
湖
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
十
和
田
湖
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
下
水

道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
四
十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
次
の
と
お

り
十
和
田
湖
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
事
業
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、

知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
三
月
四
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

変
更
に
係
る
予
定
処
理
区
域

十
和
田
市
大
字
奥
瀬
字
十
和
田

二

変
更
に
係
る
工
事
の
完
成
の
予
定
年
月
日
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令
和
十
五
年
三
月
三
十
一
日

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
青
森
県
上
北
県
土
整
備
事
務
所
河
川
砂
防
施
設
課
及
び
十

和
田
市
上
下
水
道
部
下
水
道
課

四

縦
覧
期
間

令
和
八
年
三
月
四
日
か
ら
三
月
十
八
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

令
和
八
年
四
月
十
二
日
執
行
の
青
森
県
議
会
議
員
南
津
軽
郡
選
挙
区
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
人

名
簿
の
登
録
に
つ
い
て
、
選
挙
時
登
録
の
基
準
日
を
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）

第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
四
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

選
挙
時
登
録
の
基
準
日

令
和
八
年
四
月
二
日
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭


